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５月７日（木）以降の倉敷市立幼稚園の対応について 

 

 平素より，本市の幼児教育の充実についてご協力いただきありがとうございます。 

さて，倉敷市立幼稚園においては，市内小学校等の対応に準じ，５月７日（木）から５月２０日

（水）までの期間を，引き続き臨時休業とすることにしました。やむを得ない理由で家庭での保育

が困難な場合は，引き続き緊急預かり保育で対応いたしますので，園に再度申し出てください。 

 大変申し訳ありませんが，新型コロナウイルス感染症対策については，日々状況が変化している

ため，今後の状況によっては対応を随時追加する場合がありますので，よろしくお願いいたしま

す。 

記 

１ 臨時休業期間 

  令和２年５月７日（木）から令和２年５月２０日（水） 

 

２ 緊急預かり保育について 

  密集・密閉・密接の３つの密を避けるため，できる限り，ご自宅でお過ごしいただきますようお願い

いたします。保護者の就労等により家庭での保育が困難な場合，保護者の申し出により，園で幼児を預

かりますので，申し出てください。 

 〇 期間 ５月７日（木）～５月２０日（水）のうち，土・日曜日，祝日を除いた平日 

〇 時間及び申込方法 

  

＊ やむを得ない理由で緊急預かり保育を利用される場合には，お子様及び送迎時の保護者の方のマ

スク着用にご協力ください。 

＊ 手洗いや咳エチケット，保護者による健康観察を引き続きお願いいたします。 

＊ 発熱や体調不良等がみられるときは登園できません。 
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預かり

時間 

８：００～１８：００のうち 

保育が必要な時間 

８：３０～１４：００のうち 

保育が必要な時間 

申込 

方法 

提出済の「預かり保育利用簿（5月）」

で，家庭保育が可能な日時を確認しても

らい，必要に応じて訂正して提出。 

「緊急預かり保育申込書」に必要事項を記

入して提出。 


